
4令和 5年（2023年）7月 1日
江東区ホームページ　https://www.city.koto.lg.jp
　　　　　　　　　　https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所（豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階）の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
へ
、
₈
月
₁
日

か
ら
の
ご
自
身
の
負
担
割
合
が
何
割

か
を
示
し
た
「
負
担
割
合
証
」
を
₇

月
₁₁
日
（
火
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
₆₅
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
は
、
一
定
以

上
の
所
得
（
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
2
2
0
万
円
以
上
か
つ
、
年
金
収

入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単

身
世
帯
で
3
4
0
万
円
以
上
、
₂
人

以
上
世
帯
で
4
6
3
万
円
以
上
）
が

あ
る
方
は
₃
割
、
そ
れ
以
外
の
方
は

₂
割
ま
た
は
₁
割
と
な
り
ま
す
。

※
過
去
に
介
護
保
険
料
の
未
納
期
間

が
あ
る
方
は
、
負
担
割
合
証
に
記
載

の
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
負
担

分
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問▢
介
護
保
険
課
給
付
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
9
8

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
6
6

　
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
全
額
ま

た
は
一
部
免
除
、
あ
る
い
は
猶
予
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
₇
月
₃
日

（
月
）か
ら
、
令
和
₅
年
₇
月
分
〜
令

和
₆
年
₆
月
分
の
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。
申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
、

こ
の
期
間
は
年
金
受
給
資
格
期
間
と

し
て
算
定
さ
れ
ま
す
が
、
受
給
金
額

は
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と

比
べ
る
と
減
額
に
な
り
ま
す
。
な
お
、

免
除
承
認
期
間
中
の
保
険
料
は
₁₀
年

以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

　「
免
除
」
は
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
、「
納
付
猶
予
」
は
₅₀
歳
未
満

の
方
が
対
象
で
、
本
人
お
よ
び
配
偶

者
の
昨
年
中
の
所
得
に
よ
り
日
本
年

金
機
構
が
審
査
し
ま
す
。

　
失
業
を
理
由
と
し
た
申
請
の
場
合

は
審
査
基
準
に
特
例
が
あ
り
ま
す
の

で
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
や

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等
の
書
類

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
の
申
請

　
次
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

○ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

○ 

本
人
確
認
書
類

○ 

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

が
確
認
で
き
る
も
の

﹇
受
付
窓
口
﹈江
東
年
金
事
務
所
（
亀

戸
₅
―
₁₆
―
₉
）、
区
民
課
年
金
係

（
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
₂
階
₂₀

番
）、
豊
洲
特
別
出
張
所
、
各
出
張
所

郵
送
で
の
申
請

　
必
要
書
類
を
江
東
年
金
事
務
所
ま

た
は
区
民
課
年
金
係
へ
ご
郵
送
く
だ

さ
い
。
郵
送
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問▢
区
民
課
年
金
係

 

☎（
3
6
4
7
）1
1
3
1

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
1
5

　
江
東
区
民
ま
つ
り
中
央
ま
つ
り
は
、

木
場
公
園
を
メ
イ
ン
会
場
と
し
て
₁₀

月
₁₄
日
（
土
）・
₁₅
日
（
日
）
に
開
催

し
ま
す
。

「
区
民
ふ
れ
あ
い
ス
テ
ー
ジ
」

出
演
団
体
募
集

　
区
内
を
活
動
拠
点
と
す
る
サ
ー
ク

ル
な
ど
が
日
ご
ろ
の
成
果
を
発
表
す

る
「
区
民
ふ
れ
あ
い
ス
テ
ー
ジ
」
の

出
演
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

人▢
各
日
₇
団
体
程
度

※
₇
月
₂₆
日
（
水
）
午
前
₁₀
時
〜
区

役
所
₄
階
地
域
振
興
部
会
議
室
で
公

開
抽
選
（
参
加
は
任
意
）

※
抽
選
結
果
は
₇
月
末
ご
ろ
に
発
送

﹇
留
意
事
項
﹈

○ 

代
表
者
は
区
内
在
住
者
と
す
る

○ 

出
演
人
数
は
₂
人
以
上

○ 

同
一
人
物
に
よ
る
別
団
体
で
の
出

演
は
申
込
不
可

○ 

持
ち
時
間
は
₁
団
体
₃₀
分
以
内

○ 

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
事
務
局

で
調
整
す
る
た
め
時
間
指
定
不
可

○ 

当
日
、
会
場
に
駐
車
場
は
あ
り
ま

せ
ん

費▢
₁
団
体
3
、0
0
0
円

締▢
₇
月
₁₄
日
（
金
）
消
印
有
効

申▢
は
が
き
（
₁
団
体
₁
枚
ま
で
）

に
①
団
体
名
（
ふ
り
が
な
）
②
内
容

・
使
用
す
る
楽
器
・
音
響
設
備
③
代

表
者
の
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

電
話
番
号
④
参
加
予
定
人
数
⑤
希
望

日
（
い
ず
れ
か
の
日
に
ち
を
記
入
）

⑥
日
頃
の
活
動
場
所
を
記
入
し
、

〒
１３５
―

８３８３
区
役
所
地
域
振
興
課
内

「
江
東
区
民
ま
つ
り
中
央
実
行
委
員

会
事
務
局
」
へ

問▢
地
域
振
興
課
交
流
推
進
係

 

☎（
3
6
4
7
）4
9
6
3

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
1

「
町
会
・
自
治
会
コ
ー
ナ
ー
」

出
店
団
体
募
集

　
町
会
・
自
治
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る

飲
食
物
販
売
等
の
出
店
団
体
を
募
集

し
ま
す
。

人▢
₁₄
団
体
（
応
募
多
数
の
場
合
は

抽
選
）
※
₁
団
体
₂
テ
ン
ト
ま
で

※
₁
テ
ン
ト
あ
た
り
₁
品
目

費▢
基
本
設
備
代
₁
テ
ン
ト
あ
た
り

5
、0
0
0
円

締▢
₇
月
₁₄
日
（
金
）

申▢
電
話
で
地
域
振
興
課
交
流
推
進

係 

☎（
3
6
4
7
）4
9
6
3

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
1

　
今
や
企
業
経
営
に
お
い
て
、
₄
大

リ
ス
ク「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
」

「
雇
用
問
題
」「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」

「
事
故
・
災
害
」は
避
け
て
通
れ
ま
せ

ん
。
中
小
企
業
は
リ
ス
ク
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。
危
機
管
理
の
視
点
か
ら
、

企
業
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向

上
に
役
立
つ
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

時▢
₈
月
₂₂
日
（
火
）
午
前
₁₀
時
〜

正
午場▢

こ
う
と
う
若
者
・
女
性
し
ご
と

セ
ン
タ
ー
（
亀
戸
₂
―
₁₉
―
₁
カ
メ

リ
ア
プ
ラ
ザ
₉
階
）

人▢
区
内
中
小
企
業
の
方
（
経
営
層

・
従
業
員
）
₃₂
人（
申
込
順
）

費▢
無
料

師▢
小
澤
明
人
（
リ
ッ
チ
ピ
ク
チ
ャ

ー
ズ
（
株
））

申▢
₇
月
₆
日
（
木
）
午
前
₉
時
半

か
ら
こ
う
と
う
若
者
・
女
性
し
ご
と

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

※
企
業
か
ら
の
申
し
込
み
の
み
受
付

 

☎（
5
8
3
6
）5
1
6
1

 

℻（
3
6
3
7
）2
3
5
1

https://koto-shigoto.jp/
seminar

問▢
経
済
課
雇
用
支
援
担
当

 

☎（
3
6
4
7
）8
5
8
1

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
2

　
現
代
の
若
者
が
会
社
に
求
め
る
も

の
は
、
単
に
給
与
水
準
や
待
遇
だ
け

で
は
な
く
、
企
業
の
価
値
観
や
社
会

貢
献
度
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
重

視
し
て
い
ま
す
。
本
講
座
で
は
、
若

者
採
用
の
た
め
の
企
業
ア
ピ
ー
ル
方

法
を
は
じ
め
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
取
り

組
み
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

時▢
₈
月
₈
日
（
火
）
午
前
₁₀
時
〜

正
午場▢

こ
う
と
う
若
者
・
女
性
し
ご
と

セ
ン
タ
ー
（
亀
戸
₂
―
₁₉
―
₁
カ
メ

リ
ア
プ
ラ
ザ
₉
階
）

人▢
区
内
中
小
企
業
の
方
（
管
理
職

層
・
人
事
担
当
・
リ
ー
ダ
ー
層
）
₃₂

人
（
申
込
順
）

費▢
無
料

内▢
「
有
効
な
ア
ピ
ー
ル
方
法
」「
若

者
の
価
値
観
」「
若
者
と
の
接
し
方
」

「
定
着
し
て
も
ら
う
に
は
」
な
ど

師▢
髙
橋
健
太
郎
（（
株
）
ソ
ー
シ
ャ

ル
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
研
究
所
）

申▢
₇
月
₆
日
（
木
）
午
前
₉
時
半

か
ら
こ
う
と
う
若
者
・
女
性
し
ご
と

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

※
企
業
か
ら
の
申
し
込
み
の
み
受
付

https://koto-shigoto.jp/
seminar

 

☎（
5
8
3
6
）5
1
6
1

 

℻（
3
6
3
7
）2
3
5
1

問▢
経
済
課
雇
用
支
援
担
当

 

☎（
3
6
4
7
）8
5
8
1

 
℻（
3
6
4
7
）8
4
4
2

※1　 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶
養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※2　 合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋
その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346
万円未満の場合、1割負担になります。また単身で280万円以上340万円未
満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担にな
ります。（「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から公的年金所得を
除いた額です。）

※3　 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋
その他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万
円に満たない場合、1割負担になります。

※4　 上記※2・3の「2人以上の世帯」とは、本人および同一世帯にいる65歳以上
の方が2人以上いる世帯のことをいいます。

本人の合計所得金額（※1）
が220万円以上

本人の合計所得金額が 
160万円以上220万円未満

○ 本人の合計所得金額が 
160万円未満

○住民税非課税者
○生活保護受給者

3割負担
（※2）

2割負担
（※3）

第2号被保険者
（40～64歳）

1割負担

第
1
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
）

申請日 免除申請を行う期間 区民課
年金係

豊洲特別出張
所・各出張所

江東年金
事務所

7／3（月）～
31（月）

令和3年6月分

○
×

○
令和3年7月分～令和4年6月分
令和4年7月分～令和5年6月分

○
令和5年7月分～令和6年6月分

8／1（火）
以降

令和3年7月分～令和4年6月分
○

×
○令和4年7月分～令和5年6月分

令和5年7月分～令和6年6月分 ○
※申請日から2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
※土・日曜は受付していません（第2土曜は江東年金事務所のみ受付可能）。


